
冷凍空調機器をお使いの方々へ冷凍空調機器をお使いの方々へ

フロン法を遵守した漏えい対策を確実に行うことは所有者、管理者の義務です。点検は法律により定められ
ています。お使い頂いている機器の数量とフロンの総量を常に把握管理してください。

（一財）日本冷媒・環境保全機構、（公社）日本冷凍空調学会、（一社）日本冷凍空調工業会
（一社）日本冷凍空調設備工業連合会、日本フルオロカーボン協会

機器の漏えい対策を確実に実行願います。

整備時や廃棄時のフロン回収は法律で定められています。必ず充塡回収業者にフロン回収を委託ください。

廃棄時等には充塡回収業者に確実に回収を委託願います。

代替フロンは貴重な資源です。リサイクルすることはお使いの機器の保守に必要であり、温暖化影響の抑制
にも繋がる重要な施策です。また古いフロンを使った機器はできるだけ早期に温暖化影響の少ない冷媒の
機器に切り替えるようにお願いします。

要望書発信元

「社会と暮らしを支える冷凍空調機器の冷媒リサイクル推進会議」 共同要望書

代替フロン（HFC）は
貴重な資源です
冷凍空調用フロンは回収しリサイクルへ
冷凍空調機器は社会と暮らしの重要なインフラです。
その血液である冷媒には主に代替フロンが使われています。
代替フロンは地球温暖化に大きな影響を与えます。
そのため国際ルールに基づいて代替フロンの供給量は大きく削減され、
特に修理時の補充用フロンの枯渇が心配されています。

回収した代替フロンはリサイクル（再生）するようご依頼ください。


